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２ ０ ２ ６ 年度大学院奨学生採用候補者決定通知 

【 進学先提出用】 

 
登録番号 

 

氏 名 様 交付書類コ ード ＝  

※ コ ード によ り 交付さ れる 書類が異なり ます。

封筒の裏面にてご確認く ださ い。  

独立行政法人日本学生支援機構

 

 

 

１ ． 選考結果 

 

ア～ウ のう ち、 「 ○」 が記載さ れている も のを１ つだけ選択でき ま す

ア： 併用貸与( ※１ )  
イ ： 第一種奨学金又は

授業料後払い制度( ※2) 
ウ ： 第二種奨学金 

選考結果 ( ※３ )   

※１  併用貸与と は、 第一種奨学金又は授業料後払い制度と 第二種奨学金の両方の貸与を受ける こ と を表し ます。  

※２  授業料後払い制度を利用でき る のは、 修士課程相当に限り ます。  

※３  「 ―」 は不採用又は申込時に希望し ていないため未判定である こ と を表し ます。  

２ ． 採用候補者と なっ た奨学金の内容について 

 

第一種奨学金又は 
授業料後払い制度 第二種奨学金

 
入学時特別増額貸与奨学金 

（ 無利子）  （ 有利子）  （ 有利子）  

利用条件 

申込時の 

選択内容 
（ 注1）  

種類    

貸与額（ 注2）  月額：  円 月額：  円 一時金：  円 

返還方式（ 注1）     

保証制度（ 注1）     

利率の算定方法    

進学予定先の大学院・ 課程
（ 注３ ）  

注１ 　 上表の「 申込時の選択内容」 欄に記載の事項は、 進学後に提出する 「 進学届」 において選択し 直すこ と ができ ま す。 ただし 、 授業料

　 　 後払い制度を選択し ている 場合、 返還方式と 保証制度の変更はでき ま せん。 「 進学届」 の提出によ り 内容が確定し 、 その後は変更でき

　 ない等の制限が発生し ま す（ 詳細は「 採用候補者の皆さ んへ」 にてご確認く ださ い） 。

注２ 　 奨学金申請時に授業料後払い制度を希望し ている 場合、 貸与額欄に表示さ れる のは、 生活費奨学金の月額です。 授業料支援金の支援

　 　 対象授業料については、 学校が別途設定し ま す。

注３ 　 決定通知に記載のある 大学院・ 課程に2026年度に入学し た場合に限り 有効です。 決定通知に記載のある 大学院への入学を取り やめた

　 　 場合は進学届を提出する こ と はでき ま せん。

本人 

記入欄 

本人 
現住所 

〒   -    
 

TEL 

携帯 

研究科  専攻  学籍番号  

 進学後の住所を記入し てく ださ い。

裏面も よ く 読んでく ださ い。ま た、裏面のチェ ッ ク 欄について該当者は必ず準備し 、チェ ッ ク し てく ださ い。  

こ の通知は、 進学後の手続き に必要な重要なも のです。 紛失し ないよ う 大切に保管し てく ださ い。  

進学する までに行わなければなら ない手続き や確認事項を 記載し ていま すので裏面も よ く 読んでく ださ い。 ま

た、 進学後は進学先の大学院の指示に従って速やかに手続き を行ってく ださ い（ 手続き を行わない場合は、 採用

さ れま せん）。

10999001-6-0001

学校用　 見本

( ｶ゙ ﾂｺｳﾖｳ ﾐﾎﾝ) 【 Ｃ 】

*

２ ０ ２ ５ 年１ ２ 月１ ７ 日

1
0
1
-
0

0
0
0
0
0
1
#

* 10999001 C00001

― ○ ○

月額：  88, 000円

いずれか一方の利用可 日本政策金融公庫の「 国の
教育ロ ーン」 の申込： 必要

第一種奨学金

月額：  80, 000円 一時金： 500, 000円

所得連動返還方式 定額返還方式 定額返還方式

機関保証 機関保証 機関保証

利率見直し 方式 利率見直し 方式

イ ク シス 大学　 修士・ 博士前期課程

1

採用候補者決定通知（ 以下、 「 決定通知」 と いう 。） は【 進学先提出用】 と 【 本人保管用】 があ り ま す。 確認し てく ださ い。  
 

１ ． 採用候補者決定から 大学院へ入学する ま での間の手続き と 注意 

（ １ ） 決定通知に「 入学時特別増額貸与奨学金（ 有利子）（「 国の教育ロ ーン 」 の申込必要）」 と 記載さ れている 人 

　 　 　 進学する 前に、 原則と し て本人又は父母ど ちら かが日本政策金融公庫（ 以下、 「 公庫」 と いう 。 ） へ「 国の教育ロ ーン 」 を 申し 込み、 融資の可否

　 　 を 必ず確認し てく ださ い。 公庫の審査の結果、 融資を 受けら れず、 進学届提出時に、 あ なたの保護者等が「 日本政策金融公庫から 受領し た『 融資で

　 　 き ない旨が記載さ れた日本政策金融公庫発行の通知文』 の日付」 又は「 国の教育ロ ーン に申込みでき ないこ と を 日本政策金融公庫に確認し た日付」

　 　 を 入力し た場合に、 入学時特別増額貸与奨学金の貸与を 受ける こ と ができ ま す。 し たがっ て、 公庫から 融資を 受けら れた人、 公庫へ一旦申し 込んだ

　 　 後に当該申込みを 取り 下げた人は、 入学時特別増額貸与奨学金を 利用でき ま せん。

（ 注１ ） 労働金庫（ 労金） の「 入学時必要資金融資」 （ つなぎ融資） を 受ける 際は、 本通知を 労働金庫へ提出する こ と が必要です。  　 　

（ 注２ ） 決定通知に「 入学時特別増額貸与奨学金( 有利子) （「 国の教育ロ ーン 」 の申込不要）」 と 記載さ れている 人は、 公庫への手続き が免除さ れる

人です。 入学後、 進学届の手続き を する こ と によ り 、 入学時特別増額貸与奨学金の貸与を 受ける こ と ができ ま す。  

（ ２ ） 保証制度で「 人的保証」 を 選択し た人 

   進学する ま でに連帯保証人及び保証人を 依頼する 予定の人に奨学金の返還について保証を 引き 受ける こ と の承諾を 得てく ださ い。  

   採用時の手続き において、 連帯保証人及び保証人が自署・ 押印（ 実印） し た「 返還誓約書」 と 、 収入に関する 証明書類（ 連帯保証人）、 印鑑登録証

明書（ 連帯保証人・ 保証人） 等の提出が必要と なる こ と についても 事前に十分説明し てく ださ い。 詳細は「 ２ ０ ２ ６ 年度大学院奨学生採用候補者の

皆さ んへ」 （ 以下、 「 採用候補者の皆さ んへ」 と いう 。 ） を 参照し てく ださ い。 進学ま でに承諾を 得ら れない場合や必要な証明書類等の提出ができ

ない場合は人的保証を 選択する こ と ができ ま せんので、 機関保証（ 保証機関に保証を 依頼し 、 連帯保証を 受ける 制度） へ変更する 必要があ り ま す。

２ ． 本採用の手続き と 注意 

（ １ ） 大学院に入学し たら 速やかに「 決定通知【 進学先提出用】」 等必要書類を 提出し 、 大学院の指示する 方法によ り 、 定めら れた期限ま でに進学届を 提

出する 必要があ り ま す。「 決定通知【 進学先提出用】」 を 進学先の大学院に提出する こ と で、 学校別識別番号（ ユーザ I Dと パス ワ ード ） が交付さ れま

す。「 採用候補者の皆さ んへ」 を よ く 読み、「 進学届入力下書き 用紙」 を 記入し たう えで、【 本人保管用】 の表面の「 進学届提出用パス ワ ード 」 を 進学

届に入力し て提出し てく ださ い。万一決定通知を 紛失し た場合は、奨学金の初回振込みが大幅に遅れま すので、ご 注意く ださ い。

（ ２ ） 日本学生支援機構（ 以下、 「 機構」 と いう 。 ） が進学届を 受理し 採用を 認めた後、 進学先の大学院を 通し てあ なたに「 返還誓約書」 を 配付し 、 提

出を 求めま す。 必ず定めら れた期限ま でに「 返還誓約書」 を 提出し てく ださ い。

（ ３ ） 次のいずれかに該当する 場合は、 不採用、 又は採用を 取り 消し ま す。 ま た、 採用後に奨学生本人が債務整理手続き を 開始し た場合は貸与の継続は

　 　 でき ま せん。

   ①決定通知に記載のあ る 大学院・ 課程に２ ０ ２ ６ 年度に進学し なかっ たと き 。  

   ②大学院で定めた期限ま でに上記（ １ ） 及び（ ２ ） の手続き を 行わなかっ たと き 。  

   ③申込資格又は申込基準に該当し ないこ と が判明し たと き （ 特に外国籍の人は在留資格によ っ て貸与を 受ける こ と ができ ない場合があ り ま すので

　 　 　 　 ご 注意く ださ い） 。

   ④進学届を 提出する ま での間に、 奨学生の採用候補者と し てふさ わし く ないと 認めら れる 行為があ っ たと き 。  

   ⑤過去に貸与を 受けた奨学金について、 代位弁済済みのと き 。  

（ ４ ） 過去に奨学金の貸与を 受けた人が、 同じ 学校区分で、 新たに同じ 種類の奨学金（ 第一種（ 授業料後払い制度を 含む） ま たは第二種） を 希望する 場

　 　 合は、 貸与期間が短縮さ れる 場合や、 採用さ れない場合があ り ま す。 なお、 過去に貸与を 受けた奨学金の返還誓約書が未提出の場合及び奨学金の返

　 　 還を 延滞し ている 場合は、 速やかに必要な手続き を 行う こ と が必要です。 必要な手続き を 行わない場合は不採用、 又は採用を 取り 消し ま す。

（ ５ ） 採用候補者を 辞退する 場合は手続き を 行う 必要はあ り ま せん。 手続き を 行わないこ と によ り 採用候補者の権利を 自動的に失いま す。  

 本通知を 進学先の大学院に提出する ま でに行った手続き や確認し た内容（ 下記「  奨学生と し て採用さ れる ま での手続

き と 注意事項 の１ 」 ） に基づき 、 該当箇所に ✔ を付けてく ださ い。  

１ ．「 入学時特別増額貸与奨学金（ 有利子）」 の下に「（「 国の教育ロ ーン 」 の申込必要）」 と 記載さ れている 人のみ

　 　 　 　 日本政策金融公庫に「 国の教育ロ ーン 」 を申し 込みま し たが、 融資を受けら れなかっ たため、 進学届提出時

　 　 　 　 に、 あなたの保護者等が「 日本政策金融公庫から 受領し た『 融資でき ない旨が記載さ れた日本政策金融公庫

　 　 　 　 発行の通知文』 の日付」 又は「 国の教育ロ ーン に申込みでき ないこ と を 日本政策金融公庫に確認し た日付」

　 　 　 　 を入力し て「 入学時特別増額貸与奨学金」 の貸与を 希望し ま す。

　 　 　 　 入学時特別増額貸与奨学金を辞退し ま す。 ついては、 イ ンタ ーネッ ト によ る 進学届提出時に、 併せて辞退の手

　 　 　 　 続き を行いま す（ 「 国の教育ロ ーン 」 の融資が受けら れた人又は申し 込ま なかっ た人、 入学時特別増額貸与奨

　 　 　 　 学金（ 有利子） の貸与が必要なく なっ た人） 。  

２ ． 保証制度で「 人的保証」 を 選択し た人のみ

　 　 　 　 連帯保証人及び保証人を 依頼する 予定の人が日本学生支援機構の条件に合致する こ と を 確認し 、 連帯保証人及

び保証人を依頼する 予定の人から 保証を引き 受ける 旨の承諾を 得ま し た。  

「 進学届」 の提出時に、 保証制度を人的保証から 機関保証に変更し ま す。

工学府 工学専攻

学部時代の学籍番号をご記入ください。
他大学からの進学者は記入不要です

000  000
福岡県〇〇市〇〇区・・・

000-000-000
000-000-000

「必要」と印字されている方は、
 どちらかに☑

「人的保証」と印字されている方は、
 どちらかに☑



 

 

 

２ ０ ２ ６ 年度大学院奨学生採用候補者決定通知【 本人保管用】  

 

登録番号

氏 名 様

独立行政法人 

日本学生支援機構 

（ 印影印刷）  

あなたは、 下記のと おり ２ ０ ２ ６ 年度大学院奨学生採用候補者と し て決定し ま し たので通知し ま す。 
採用候補者決定通知の注意事項等をよ く 読み、 手続き 漏れ等のないよ う にし てく ださ い。  

記 

１ ． 選考結果 

 

ア～ウ のう ち、 「 ○」 が記載さ れている も のを１ つだけ選択でき ます

ア： 併用貸与( ※１ )
 イ ： 第一種奨学金又は

授業料後払い制度( ※2)  
ウ ： 第二種奨学金 

選考結果 ( ※３ )   

 
※１  併用貸与と は、 第一種奨学金又は授業料後払い制度と 第二種奨学金の両方の貸与を受ける こ と を表し ます。  

※２  授業料後払い制度を利用でき る のは、 修士課程相当に限り ます。  

※３  「 ―」 は不採用又は申込時に希望し ていないため未判定である こ と を表し ま す。  

２ ． 採用候補者と なっ た奨学金の内容について 

 

第一種奨学金又は 
授業料後払い制度 第二種奨学金

 
入学時特別増額貸与奨学金 

（ 無利子）  （ 有利子）  （ 有利子）  

利用条件 

申込時の 

選択内容 
（ 注1）  

種類    

貸与額（ 注2）  月額：  円 月額：  円 一時金：  円 

返還方式（ 注1）     

保証制度（ 注1）     

利率の算定方法    

進学予定先の大学院・ 課程
（ 注３ ）  

注１ 　 上表の「 申込時の選択内容」 欄に記載の事項は、 進学後に提出する 「 進学届」 において選択し 直すこ と ができ ま す。 ただし 、 授業料

　 　 後払い制度を選択し ている 場合、 返還方式と 保証制度の変更はでき ま せん。 「 進学届」 の提出によ り 内容が確定し 、 その後は変更でき

　 　 ない等の制限が発生し ま す（ 詳細は「 採用候補者の皆さ んへ」 にてご確認く ださ い） 。

注２ 　 奨学金申請時に授業料後払い制度を 希望し ている 場合、 貸与額欄に表示さ れる のは、 生活費奨学金の月額です。 授業料支援金の支援

　 　 対象授業料については、 学校が別途設定し ま す。

注３ 　 決定通知に記載のある 大学院・ 課程に2026年度に入学し た場合に限り 有効です。 決定通知に記載のある 大学院への入学を取り やめた

　 　 場合は進学届を提出する こ と はでき ま せん。
 

進学届提出用パス ワ ード （ 半角入力）  
※ 進学後の手続き にて必要になり ま す。   

※「 進学届提出用パスワ ード 」 の管理には十分注意し てく ださ い。 本通知を紛失し た場合は、 奨学金の支払い開始が遅く なり ま す。

 

今後の必要手続き 等については裏面の「 注意事項」 及び「 採用候補者の皆さ んへ」 にて確認し てく ださ い。

 こ の通知は、 進学後の手続き に必要な重要なも のです。 紛失し ないよ う 大切に保管し てく ださ い。

1
0
1
-
0

0
0
0
0
0
1
#

10999001-6-0001

学校用　 見本

( ｶ゙ ﾂｺｳﾖｳ ﾐﾎﾝ)

*

２ ０ ２ ５ 年１ ２ 月１ ７ 日

― ○ ○

いずれか一方の利用可 日本政策金融公庫の「 国の
教育ロ ーン」 の申込： 必要

第一種奨学金

月額：  80, 000円 一時金： 500, 000円

所得連動返還方式 定額返還方式 定額返還方式

機関保証 機関保証 機関保証

利率見直し 方式 利率見直し 方式

イ ク シス 大学　 修士・ 博士前期課程

AB3DE8HGZZ

月額：  88, 000円

1

（ 日本学生支援機構）  

奨学金に関する 主な注意事項 

　 あなたが利用する 日本学生支援機構（ 以下、 「 機構」 と いう 。 ） の奨学金は貸与型であ り 、 返還する 義務があり ま す。 返還さ れたお金は
奨学金の原資に充てら れていま す。 あ なたの奨学金にも 先輩奨学生の返還金が充て ら れて いま す。

【 入学時ま でに行う こ と 】  
( 1)  採用候補者決定通知（ 以下、 「 決定通知」 と いう 。 ） に「 入学時特別増額貸与奨学金（ 有利子） （ 「 国の教育ロ ーン 」 の申込必要） 」
　 と 記載さ れて いる 人
　 　 進学する 前に、 原則と し て本人又は父母ど ちら かが日本政策金融公庫（ 以下「 公庫」 と いう 。 ） へ「 国の教育ロ ーン 」 を 申し 込み、
　 融資の可否を 必ず確認し てく ださ い。
　 詳細は、 【 進学先提出用】 裏面の「 奨学生と し て採用さ れる ま での手続き と 注意事項」 及び「 ２ ０ ２ ６ 年度奨学生採用候補者の皆さ ん
　 へ」 （ 以下、 「 採用候補者の皆さ んへ」 と いう 。 ） を 確認し てく ださ い。
( 2)  保証制度で「 人的保証」 を 選択し た人
　 　 進学する ま でに連帯保証人及び保証人を 依頼する 予定の人に以下のこ と について事前に十分に説明し 、 承諾を 得てく ださ い。 詳し く
　 は「 採用候補者の皆さ んへ」 も 確認し てく ださ い。  
　 ア） 連帯保証人及び保証人を 引き 受ける こ と （ 本人が返還でき なく なっ た場合、 代わり に返還を 行う こ と ） 。
　 　 ※保証人には「 分別の利益」 が適用さ れま す。 ま た、 「 検索の抗弁権」 、 「 催告の抗弁権」 があ り ま す。
　 イ ） 採用時に「 返還誓約書」 に署名し 、 実印で押印を する こ と 。
　 ウ ） 「 返還誓約書」 の添付書類を 提出する こ と 。
　 　 なお、 進学ま でに承諾を 得ら れない場合や必要な証明書類等の提出ができ ない場合は機関保証（ 保証機関に保証を 依頼し 、 連帯保証
　 を 受ける 制度） へ変更する 必要があ り ま す。 なお、 機関保証への変更は、 大学院入学後の進学届の手続き で行う こ と ができ ま す。 機関
　 保証を 受ける ためには、 一定の保証料の支払いが必要です。 （ 毎月の奨学金の貸与額から 保証料を 差し 引いた金額があ な たの口座に振
　 り 込ま れま す。 授業料後払い制度の授業料支援金については、 保証料を 差し 引いた金額が在学校又はあ なたの口座に振り 込ま れま す。 ）

【 本採用の手続き と 注意】
( 1)  大学院に入学し たら 速やかに「 決定通知【 進学先提出用】 」 等必要書類を 提出し 、 大学院の指示する 方法によ り 、 定めら れた期限ま
　 でに進学届を 提出し てく ださ い。 進学届を 提出する 際は「 採用候補者の皆さ んへ」 を よ く 読み、 「 進学届入力下書き 用紙」 を 記入し た
　 う えで入力を 行っ てく ださ い。  
　 　 進学届において、 採用候補者決定内容の変更・ 訂正等を 行う こ と ができ ま す。 特に奨学金振込口座情報を 必ず確認し て く ださ い。 誤
　 り があ っ た場合は奨学金の振込みができ ま せん。  
( 2)  機構が進学届を 受理し 採用を 認めた 後、 進学先の大学院を 通し てあ な た に「 返還誓約書」 を 配付し 、 提出を 求めま す。 必ず定めら
　 れた 期限ま でに「 返還誓約書」 を 提出し てく ださ い。
( 3)  次のいずれかに該当する 場合は、 不採用、 又は採用を 取り 消し ま す。 ま た、 採用後に奨学生本人が債務整理手続き を 開始し た場合は
　 貸与の継続はでき ま せん。
　 ①決定通知に記載のある 大学院・ 課程に２ ０ ２ ６ 年度に入学し なかっ たと き 。  
　 ②大学院で定めた期限ま でに上記( 1) 及び( 2) の手続き を 行わなかっ たと き 。  
　 ③申込資格又は申込基準に該当し ないこ と が判明し たと き （ 特に外国籍の人は在留資格によ っ て貸与を 受ける こ と ができ ない場合があ
　 　 り ま すのでご 注意く ださ い） 。
　 ④進学届を 提出する ま での間に、 奨学生の採用候補者と し てふさ わし く ないと 認めら れる 行為があ っ たと き 。  
　 ⑤過去に貸与を 受けた奨学金について、 代位弁済済みのと き 。  
( 4)  過去に奨学金の貸与を 受けた人が、 同じ 学校区分で、 新たに同じ 種類の奨学金（ 第一種（ 授業料後払い制度を 含む） ま たは第二種）
　 を 希望する 場合は、 貸与期間が短縮さ れる 場合や、 採用さ れない場合があ り ま す。 なお、 過去に貸与を 受けた奨学金の返還誓約書が未
　 提出の場合及び奨学金の返還を 延滞し ている 場合は、 速やかに必要な手続き を 行う こ と が必要です。 必要な手続き を 行わない場合は不
　 採用、 又は採用を 取り 消し ま す。

【 貸与中】
　 　 奨学生と し ての自覚を 持っ て、 勉学に励んでく ださ い。 在学中は、 大学院の奨学金担当者と 連絡を 緊密に取っ てく ださ い。 大学院が
　 行う 説明会には必ず出席し 、 説明を 理解し 、 必要な書類の提出等指示を 守っ てく ださ い。 ま た、 大学院から の呼出し には必ず速やかに
　 応じ てく ださ い。

【 貸与終了後】
　 　 貸与終了の翌月から 数えて７ か月目の月から 、 毎月、 口座振替で返還し ま す。 延滞する と 、 延滞金の加算、 個人信用情報機関に登録
　 さ れる 他、 法的措置が執ら れま す。
　 　 氏名・ 住所・ 電話番号・ 勤務先が変わっ た場合は、 速やかに機構に届け出てく ださ い。  
　 　 連帯保証人・ 保証人（ 人的保証選択者の場合） 、 「 本人以外の連絡先」 と し て届け出た人（ 機関保証選択者の場合）
　 の氏名・ 住所・ 電話番号が変わっ た場合は、 速やかに機構に届け出てく ださ い。  機関保証を 選択し ても 、 本人が返還
　 し なければな り ま せん。

【 各種情報について】
　 　 貸与及び返還に関する 情報を 機構のホ ーム ページ等で確認し てく ださ い。  
　 　 　 機構ホーム ページ  ht t ps : //www. j asso. go. j p

【 奨学金に関する 「 不採用」 の決定（ 処分） に係る 審査請求・ 処分の取消し の訴えについて】
( 1)  本紙表面に記載の奨学金に関する 「 不採用」 の決定（ 処分） に不服がある 場合には、 こ の処分があったこ と を知った日の翌日から 起算し て３ 月以
　 内に、 独立行政法人日本学生支援機構理事長に対し て審査請求をする こ と ができ ま す。 ただし 、 こ の処分の日の翌日から 起算し て１ 年を経過し たと
　 き は審査請求を する こ と ができ ま せん。
　 　 審査請求を行う 場合は、 独立行政法人日本学生支援機構ま で、 審査請求の方法等についてお問い合わせく ださ い。
( 2)  こ の処分については、 こ の処分があっ たこ と を 知った日の翌日から 起算し て６ 月以内に、 独立行政法人日本学生支援機構（ 代表者 理事長） を 被
　 告と し て、 処分の取消し の訴えを提起する こ と ができ ま す。 ただし 、 こ の処分の日の翌日から 起算し て１ 年を経過し たと き は、 処分の取消し の訴え
　 を 提起する こ と ができ ま せん。 ま た、 上記( 1) の審査請求をし た場合には、 当該審査請求に対する 裁決があっ たこ と を 知った日の翌日から 起算し て
　 ６ 月以内に、 裁判所に対し て当該裁決を 経た後の処分の取消し の訴えを提起する こ と ができ ま す。 ただし 、 当該裁決の日の翌日から 起算し て１ 年を
　 経過し たと き は、 処分の取消し の訴えを 提起する こ と ができ ま せん。
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